
環境配慮住宅型研修施設（環境楽習館）について

小金井市環境政策課環境係

令和４年５月１９日（木）

令和４年５月２９日（日）
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環境配慮住宅型研修施設（環境楽習館）の概要

設立経緯
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風や水などの身近なエネルギーの活用により環境負
荷の低減を図るモデル住宅として建設した施設

東京都の補助金を活用した提案プロジェクト（地球温暖化対
策における先駆的な取組）
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研修室１

環境配慮住宅型研修施設（環境楽習館）の内観

研修室２

キッチン設備



公共施設として
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平成２４年５月に小金井市環境配慮住宅型研修施設条例を制
定し、環境について学ぶための研修施設として貸出を開始

条例上、利用範囲のハードルが高く、一般市民が利
用しにくい施設であった。

より多くの市民の方に環境学習の場として利用し
ていただけるよう平成３１年４月に条例改正

環境配慮住宅型研修施設（環境楽習館）の概要
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利用範囲（条例改正後）
⑴ 地球温暖化防止のための活動の普及啓発に関すること

⑵ 環境に関する市民活動の活性化及び人材の育成に関すること

⑶ 環境学習の推進に関すること

利用範囲（条例改正前）
⑴ 地球温暖化防止のための活動の普及啓発に関すること

⑵ 温室効果ガスの排出を削減すること、及び温室効果ガスの吸収源を確保すること

に係る情報収集及び情報提供に関すること

⑶ 研修施設の温熱環境及び温室効果ガス発生状況の計測及び検証に関すること

⑷ 前３号に掲げるもののほか、地球温暖化対策の推進に関する法律第１９条第２項

の規定による温室効果ガスの排出の抑制等のための総合的かつ計画的な施策の実施

に関すること

利用範囲を拡大



⑴ 休館日の変更

（通年で開館→８月は閉館）

⑵ 使用時間の短縮

（午後９時まで→午後５時まで）

平成３１年度の条例改正で以下の事項も同時に改正
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研修室の使用状況及び来館者数の動向
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抜本的な改善には至っていない。

条例改正後

研修室
使用承認件数

来館者数

平成２９年度 76件 1,704人

平成３０年度 71件 1,699人

令和元年度 94件 1,862人

令和２年度 73件 1,491人

令和３年度 60件 1,458人
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広い意味で環境学習・啓発等に資する場とするために

条例改正の検討

改正箇所 内容

利用範囲
環境関係団体に限らず広げるこ
とで、多様な団体・市民の利用
が可能にするよう条文改正

令和４年９月（予定）

（令和６年４月１日施行予定）

※ その他、休館日、使用時間を改正し、指定管理による管理を追加予定



9

安定した施設の管理運営をするために

空調設備導入の検討

異常気象に対応できずに閉館していた酷暑期（８月）
に開館することができ、利用率の向上を図ることが可能。

また、夏休み期間でもあるため、多くの小中学生が利
用することができると想定される。

令和５年１０月～令和６年３月

（予定）
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指定管理者制度導入の検討

民間事業者の活力やノウハウをいかし、研修室の運営方
法の再構築やキッチン設備等の活用を図ることで利便性の
向上を図る。

・施設の有効活用
・にぎわいの創出や地域の魅力向上にもつながる
・市民同士の交流の活性化

令和６年４月（予定）

更なる利用者数の向上策を図るために
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⑴ 滄浪泉園や前庭との一体利用

身近な地球温暖化対策、環境問題、みどりの保
全等についてのPRを！

にぎわいの創出

⑵ シェアキッチンによるにぎわい創出

⑶ 環境講座の充実や環境教育の検討 等

更なる利用者数の向上策を図るために



年度 事業経過 備考

平成２３年度
環境配慮型住宅検証事業開始（環境負荷削減効果の
計測・検証）

竣工（９月）

平成２４年度
施設の活用開始（環境について学ぶための研修施設
として貸出）

小金井市環境配慮住宅型研修施設条例制
定（５月）

平成２４年度 愛称「環境楽習館」に決定 応募総数９０件の中から決定

平成３１年度
（令和元年度）

・利用範囲の変更
・休館日の変更（８月閉館）
・使用時間の短縮（午後９時→午後５時まで）

条例改正（４月）

令和３年度 （小金井市気候非常事態宣言 表明） 令和４年１月１日

令和４年度以降

条例改正
施設整備工事
指定管理者制度導入（予定）

（令和４年９月予定 令和６年４月１日施行予定）

（令和５年１０月～令和６年３月予定）
（令和６年４月１日予定）
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環境楽習館のあゆみ



ご清聴ありがとうございました。
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